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完全統一に向けた個別課題の調査・検討を行うため、国保共同運営会議に県と市町村の国保担当職員で構成するワーキンググ

ループを設置する。

１ 保険料水準の統一に向けた各種課題の検討状況

1

（１）ワーキンググループ（ＷＧ）の設置

設置の趣旨

概要

■ 設置日

■ ＷＧの名称、協議事項、構成団体

令和６年５月８日（現在の構成団体の任期は令和９年３月３１日まで）

ＷＧの名称 協議事項 構成団体

保険料ＷＧ ・保険料算定方式の統一

・応能・応益割合の統一

・収納率向上の取組み 等

北九州市、福岡市、大牟田市、

久留米市、田川市、筑後市、

太宰府市、宗像市

個別歳入・歳出ＷＧ ・医療費水準の格差是正
・市町村個別の歳入・歳出項目（保健事業を除く）の取扱い
・市町村ごとのサービス及び事務の標準化（保健事業を除く）
・各市町村の基金の活用方法 等

北九州市、福岡市、嘉麻市、

朝倉市、大野城市、志免町、

水巻町、桂川町

保健事業ＷＧ ・市町村個別の歳入・歳出項目（保健事業）の取扱い

・市町村ごとのサービス及び事務の標準化（保健事業） 等

福岡市、田川市、柳川市、

春日市、篠栗町、福津市、

大刀洗町、上毛町
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（２）ＷＧの開催実績

■ 保険料ＷＧ

開催日時 主な協議内容

第１回 ７／４ 算定方式について

第２回 １０／２
賦課割合について
算定方式（介護分）

第３回 １１／２５ 保険料（税）の減免について

■ 個別歳入・歳出ＷＧ

開催日時 主な協議内容

第１回 ７／４ 個別の歳入・歳出項目について

第２回 ８／１９
完全統一した場合の納付金・保険料等のシミュレーションについて
シミュレーションを通じて見えてきた課題の整理

※保険料ＷＧ・保健事業ＷＧオブザーバー参加

第３回 ９／２６ 保健事業費の取扱いについて ※保健事業ＷＧと共催

■ 保健事業ＷＧ

開催日時 主な協議内容

第１回 ７／１
保健事業費、特定健康診査等に要する費用について
医療費通知、後発医薬品差額通知について

第２回 ９／２６ 保健事業費の取扱いについて ※個別歳入・歳出ＷＧと共催

第３回 １１／１２ 医療費通知、後発医薬品差額通知について

2
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（３）ＷＧにおける主な検討状況

① 算定方式 ／保険料ＷＧ

② 賦課割合 ／保険料ＷＧ

• 統一後の賦課割合は、現在、市町村標準保険料算定に用いているβ：１での統一を検討してはどうか。

この場合、各市町村において、完全統一年度までに段階的にβ：１へ近づけていき、被保険者への影響を緩和するとともに、

住民に対し十分な周知を行うこととしてはどうか。

• 均等割と平等割の割合については、現在、市町村標準保険料算定に用いている６：４での統一を検討してはどうか。

この場合も賦課割合と同じく、完全統一年度までに均等割・平等割を６：４に近づけていくこととしてはどうか。

• 医療分・後期分については、県内ほとんどの市町村が採用している３方式での統一を検討してはどうか。

• 介護分については、２方式もしくは３方式での統一が考えられるが、いずれの方式を採用するにしても、市町村議会や住民

に対して、合理的かつ、説得力のある説明が必要。また、賦課方式変更によるシステム改修費用への対応など、慎重な議論

が必要ではないか。

※ 各ＷＧでの協議結果を取りまとめたものであり、各項目の取扱いを確定するものではない。

当
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ｅ´ 平等割

均等割

所得割応能割

応益割

β（45）

１（５５）

６

４

応能分の保険料／当該市町村の所得総額

応益分の保険料／当該市町村の被保険者数
×均等割指数（６０％）

応益分の保険料／当該市町村の世帯数
×平等割指数（４０％）
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⑤ 医療費通知・後発医薬品差額通知 ／保健事業ＷＧ

• 医療費通知、後発医薬品差額通知については、既に全市町村において、概ね同じような内容により実施されていることから、各事

業の共通基準を設定し、この基準に基づき実施する事業に要する経費を県単位化してはどうか。

• 共通基準の設定については、現在の市町村の実施状況等をもとに、保険者努力支援交付金などの交付基準を満たす共通基準を設

定してはどうか。

④ 保健事業 ／保健事業ＷＧ、個別歳入・歳出ＷＧ

• 「県下共通の保健事業メニュー」及び「一定額の範囲内で行う市町村独自の保健事業」に係る経費については、県単位化し

てはどうか。

• 一定額の範囲を超える部分の市町村独自の保健事業については、県単位化の対象外とし、市町村が個別の歳入を充てて実施

することとしてはどうか。

• 県下共通の保健事業のメニュー内容、県単位化の範囲内の一定額については、引き続き議論を行う。

③ 保険料減免 ／保険料ＷＧ

• 国の通知・見解等を基に、県下共通の減免基準（共通基準）を策定し、これに係る経費については県単位化（＝保険料を財

源）してはどうか。

• 各市町村において、共通基準の上乗せ・横出しを行う場合は、各市町村の個別財源により対応してはどうか。
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（４）今後の作業スケジュール

時期 ロードマップ作成に関する作業 その他運営方針の中間見直し等に関する作業

R6.12月

R7.1月頃

R7.4月

R7.11・12月頃

R8.1月頃

R8.2月頃

R8.11月頃

R8.11～
R9.2月頃

R9.3月頃

• 順次ＷＧを開催し、完全統一に向けた課題の対応策等について協議を行い、その結果を県国保共同運営会議幹事会等に報告。

• 令和７年８月を目途に、ＷＧの協議結果をとりまとめ、国保共同運営会議（幹事会）に報告。以降、幹事会において完全統一に向けたロー

ドマップ（案）を協議・作成。令和８年２月を目途に、全市町村長への意見照会を実施。

• 新たに作成するロードマップは、第二期運営方針の中間見直しの議論と併せて作業を進めていく。

ＷＧ・・・課題抽出、論点整理、対応策検討、
たたき台作成など

部会・・・α縮小の影響調査・確認

ＷＧ・・・取りまとめ

全市町村長への
意見聴取・調整

幹事会
国保運営方針
中間見直し

★納付金仮算定（α=0.9）

★納付金本算定（α=0.9）

★納付金仮算定（α=0.8）

★納付金本算定（α=0.8）
部会・・・ロードマップ（中間案）作成

国保共同運営会議（市町村長会議）・・・中間評価結果を報告、ロードマップ（案）・国保運営方針（中間見直し）について議論

県国保運営協議会・・・中間評価結果を報告、ロードマップ（案）・国保運営方針（中間見直し）について諮問・パブコメ実施・答申

ロードマップ（案）・国保運営方針（中間見直し）策定

ロードマップ（案）
作成

α縮小による影響
中間評価

部会・・・α縮小の影響調査・確認

随時反映

随時反映 随時反映 随時反映

★納付金仮算定（α=0.7）

幹事会
進捗状況を
随時確認

国保共同運営会議（市町村長会議）、県国保運営協議会・・・ロードマップ作成の進捗状況報告、納付金仮算定結果（α=0.9）・影響報告

国保共同運営会議（市町村長会議）、県国保運営協議会・・・ロードマップ作成の進捗状況報告、納付金仮算定結果（α=0.8）・影響報告

フィードバック

報 告
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２ 県内被保険者に対する制度周知の取組状況

保険料水準の統一を進めるに当たっての前提条件として、「県は市町村と協力のうえ、保険料水準の統一の必要性とその方針を、県民に対して丁寧に説明す

る。」としているため、その取組の進捗状況を報告するもの。

（１）国保加入者へ制度周知チラシを配付

• 配付方法は、市町村が加入者あてに保険料納付通知書、被保険者証等を送付する際にチラシを同封する方法による。

• チラシの製作費、チラシ同封・発送のかかり増し経費については全て県が負担（県繰入金２号）。

配付方法 実施時期 実施市町村 配付世帯数

被保険者証送付時に同封 ７月
１６市町村
豊前市、宮若市、那珂川市、新宮町、久山町、芦屋町、岡垣町、遠賀町、
大刀洗町、大木町、広川町、添田町、川崎町、大任町、吉富町、上毛町

約36,000

保険料（税）納付通知書に同封 ７月
８市町村
飯塚市、大野城市、篠栗町、粕屋町、小竹町、東峰村、香春町、福智町

約21,000

その他のお知らせ送付時に同封 ８～１０月
５市町村
柳川市、田川市、宇美町、須恵町、みやこ町

約25,000

計 ２９市町村 約82,000

（２）県ＨＰ「保険料水準の統一」特設ページを開設

（特設ページ）

• ６月１８日 特設ページ公開

• 上記の他、県庁・県有施設（４か所）、市町村役場（53市町村）での窓口配架等を実施。

• 来年度以降も引き続き、市町村に協力いただき、チラシの配付・配架を実施予定。

（令和７年度対応検討中）配付：36市町村、約19万世帯、配架：15市町村

（配付世帯数）約82,000世帯／（県内全国保世帯数）654,215世帯 ＝ （周知率）13％

（３）県広報紙への掲載＜調整中＞
• 全戸配布広報紙「福岡県だより」への掲載
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制度周知チラシ （おもて面） （うら面）
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３ 医療費水準の格差縮小に向けた取組状況

保険料水準の統一を進めるに当たっての前提条件として、「県のリーダーシップのもと、県、市町村、関係機関が一体となって、医療費水準の格差是正に取り
組む。」としているため、その取組の進捗状況を報告するもの。

取組

令和６年４月
令和７年度高医療費市町村を指定
⇒ 令和６年度の納付金算定に使用する医療費指数（年齢調整後）の高い10市町を指定

５月～６月 KDBデータを用いた医療費分析の実施（県全体分・高医療費市町分）

６月～12月

高医療費市町への支援の実施
・分析データを基に、市町との課題・認識すり合わせ
・データに現れない背景、保健事業の実施体制、課題に対する保健事業の実施状況等のヒアリング
・分析結果・ヒアリング等を踏また保健事業の提案
・提案した保健事業の実施を支援するための資材（周知チラシ等）の協議
・資材（周知チラシ等）の成果物納品、事業スキームの確認 等

12月27日 高医療費指定市町が令和７年度保健事業実施計画を県に報告

取組状況

令和７年１月～２月
保健所管轄別研修会
・内容：高医療費指定市町への支援内容の共有や近隣市町村担当職員の意見交換等
・対象：市町村、保健所

３月上旬
事業報告会
・内容：分析結果の報告、高医療費指定市町への支援内容の共有 等
・対象：市町村、国保連合会、後期高齢者医療広域連合

３月下旬 分析結果データ提供（対象：市町村、国保連合会、後期高齢者医療広域連合）

４月～ 高医療費指定市町は、令和７年度保健事業実施計画に基づき保健事業を実施

今後の予定
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指定市町における保健事業の実施状況（令和５年度）

 市町村と県が連携し、医療費水準の高い市町村において、令和８年度までに全ての保健事業（※）を実施することを目標とする。

※ 国の保険者努力支援制度（事業費分・事業費連動分）の対象事業

参考

保健指導

禁煙支援

大牟田市 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 220

田川市 ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 160

朝倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 260

筑後市 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 295

大川市 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 245

須恵町 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ 300

小竹町 ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 345

みやま市 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ 265

大任町 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 152

吉富町 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 232

資料：令和５年度ヘルスアップ事業交付申請書、令和５年度保険者努力支援制度取組評価実績調査、令和４年度事務打合せ調書

R6取組評価保

健事業関係得

点状況（満点

450点、60市

町村平均

266.5点）

保険者名

国保一般事業 生活習慣病予防対策 生活習慣病等重症化予防対策
重複・頻回受診者等に対

する対策

健康教育 健康相談
歯科に係る

保健事業

地域包括ケ

アシステム

を推進する

取組

健康づくり

を推進する

地域活動

生活習慣病

重症化予防

糖尿病性腎

症重症化予

防

重複・頻回

受診者に対

する保健指

導

重複・多剤

服薬者に対

する保健指

導

特定健診未

受診者対策

特定保健指

導未利用者

対策

受診勧奨判

定値を超え

ている者へ

の受診勧奨

特定健診継

続受診対策

早期介入保

健指導事業

特定健診40

歳前勧奨

◎：令和５年度保険者努力支援交付金（事業費分・事業費連動分）申請実績

○：その他の資料で取組の実施が確認できるもの
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４ 最近の国の動き等

 都道府県内の保険料水準の統一を徹底する方針を明示

「経済財政運営と改革の基本方針２０２４」（令和６年６月２１日閣議決定）

国民健康保険制度については、都道府県内の保険料水準の統一を徹底するとともに、保険者機能の強化等を進めるた

めの取組を進め、人口動態や適用拡大による加入者の変化等を踏まえ、医療費適正化や都道府県のガバナンス強化等にも資

するよう、調整交付金や保険者努力支援制度その他の財政支援の在り方について検討を行う。

 完全統一の目標年限を遅くとも令和１７年度とすることを明示 （⇒Ｐ１２）

 保険料水準の統一に向けた取組に対するインセンティブ強化

（１）特別調整交付金による保険料水準の完全統一を達成した都道府県への財政支援（Ｒ６年度） （⇒Ｐ１３，１４）

・完全統一を達成した都道府県に対し、統一達成年度から３か年にわたり被保険者数に応じ交付

（２）保険者努力支援制度における保険料水準統一関係の指標に係る配点の拡大・メリハリの強化（Ｒ６年度）（⇒Ｐ１５）

・完全統一の目標年度の設定状況や完全統一に向けた取組みの合意状況等に応じ、重点的に評価

「保険料水準統一加速化プラン（第２版）」（令和６年６月２６日改訂）

全国において、次期国保運営方針期間（令和１２～１７年度）の中間年度（令和１５年度）までの移行を目指しつつ、遅く

とも令和１７年度（令和１８年度保険料算定）までの移行を目標とする。

⇒ 令和７年度以降も更なるインセンティブ強化が実施される見込み

 保険料水準統一加速化プロジェクトチームを創設 （⇒Ｐ１１）

「国保保険料水準統一加速化プロジェクトチームの設置について」（令和６年４月２６日厚生労働省事務連絡）

厚生労働省保険局内に、更なる統一の加速化を図るためのプロジェクトチームを創設し、保険料水準統一に係る都道府県ご

との課題把握・進捗管理、状況を踏まえた施策の検討等を行い、個別の課題解決に取り組む。



出典：令和６年６月２６日付厚生労働省国民健康保険課通知
「保険料水準統一加速化に向けた支援パッケージについて」保険料水準統一加速化プロジェクトチームの概要

11



保険料水準統一加速化プラン（第２版）（概要）
出典：令和６年６月２６日付厚生労働省国民健康保険課通知
「保険料水準統一加速化プランの改定について」
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出典：令和６年６月２６日付厚生労働省国民健康保険課通知
「保険料水準統一加速化プランの改定について」特別調整交付金について（１）
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特別調整交付金について（２）
出典：令和６年６月２４日開催 第101回国保基盤強化協議会
事務レベルWG資料 「令和７年度公費の在り方」
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出典：令和６年６月２４日開催 第101回国保基盤強化協議会
事務レベルWG資料 「令和７年度公費の在り方」保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分）について

※参考

令和６年度交付実績（都道府県分）

１点あたり交付額 約１２百万円

※赤字は新規追加分



16

出典：令和６年９月２７日開催 第10２回国保基盤強化協議会
事務レベルWG資料 「保険料水準の完全統一の考え方について」保険料水準の完全統一の考え方について



■ 保険料水準の統一にあたり、納付金算定上、医療費水準を納付金に反映させないこと（α＝０）は避けて通れないこ

とから、まずは納付金算定ベースでの統一（α＝０）を目指す。

■ 納付金算定上、医療費水準の反映の程度（α）を縮小することにより、医療費水準の低い団体の納付金が増加するこ

とから、医療費水準の反映を徐々に縮小（Ｒ７年度からαを毎年0.1ずつ減少）させ、第二期国保運営方針期間中（Ｒ６

～Ｒ11）に、医療費水準の反映の程度を半分（α＝0.5）とすることを目指す。

■ αの減少により納付金が増加する市町村への緩和措置の実施（令和７年度から実施）

・市町村の分かち合いによる激変緩和

・福岡県国保財政安定化基金を活用した納付金増加団体への緩和措置

・納付金増加分の負担緩和のための特別交付金（県繰入金２号分）の事業区分の新設

■ 市町村における医療費適正化の取組をより評価できる県繰入金２号分算定方法の見直し（令和７年度から実施）

・事業区分「９ 医療費指数」について、医療費指数が県平均より小さい団体のみに交付

・事業区分「10 医療費抑制」について、「1人当たり医療費の増減」で寄与度を評価

この評価の導入にあたっては激変緩和を導入する。

■ これらについては、令和８年度に中間評価、令和11年度時点で評価・見直しを行い、その時点で医療費水準等を踏ま

え、令和12年度以降の統一方針を再度協議する。

■ 県は市町村と協力のうえ、保険料水準の統一の必要性とその方針を、県民に対して丁寧に説明する。

■ αの減少によって医療費適正化の取組が後退することがないよう、県のリーダーシップのもと、県、市町村、関係機

関が一体となって、医療費水準の格差是正に取り組む。

【前提】

【統一に向けた取組】

17

＜参考資料＞

 保険料水準の統一方針 〔令和５年12月26日開催/福岡県国保共同運営会議（市町村長会議）での確認事項〕
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２ 保険料水準の統一

（１）保険料水準の統一に向けた基本的な考え方
保険料水準の統一を進めることは、国保財政の安定化や被保険者間の公平性の観点から重要である。具体的

には、特に小規模な市町村で高額な医療費が発生した場合の年度間の保険料の変動が抑制されるほか、県内の
どの市町村に住んでいても同じ所得水準・世帯構成であれば同じサービスを同じ保険料で受けることができ、
被保険者間の公平性が確保される。
一方、保険料水準の統一によって、医療費水準が低い市町村の保険料負担が増加することになるため、医療

費適正化、健康づくり、地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するとともに、医療費水準の格差是正
といった課題解決に取り組む必要がある。
よって、課題解決に取り組みつつ、段階を踏んで保険料水準の統一を目指す。

（２）保険料水準の統一の目指す姿
保険料水準の統一については、県内において、同じ所得水準・世帯構成であれば同じ保険料とする「完全統

一」と、各市町村の納付金にそれぞれの医療費水準を反映させない「納付金ベースの統一（医療費指数反映係
数α＝０）」の大きく２つの手法がある。
本県においては、将来的には、県内の保険料水準の「完全統一」を目指すこととし、まずは「納付金ベース

の統一」から実施する。

（３）保険料水準の統一の進め方
ア 「納付金ベースの統一」に向けた取組

納付金算定時にαの反映の程度を縮小させることにより、医療費水準の低い市町村の納付金が増加するこ
とから、急激に納付金が増加することがないよう、αを2025（令和７）年度から毎年度0.1ずつ縮小させ、
2029（令和11）年度までにα＝0.5を目指す。

第２章 市町村における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項

 第二期福岡県国保運営方針 〔令和６年４月策定〕
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2030（令和12）年度以降のαの縮小の方針等については、医療費適正化、市町村間の医療費水準の格差是
正の状況等を踏まえ、2026（令和８）年度に中間評価、2029（令和11）年度に評価・見直しを行い、県と市
町村で協議した上で決定する。

イ 「完全統一」に向けた取組
市町村国保特別会計における個別の歳入・歳出項目の取扱い（都道府県単位に変更する、又は市町村個別

のものとしつつ保険料に影響しない取扱いとする等）、収納率の調整、保険料算定方法の統一（算定方式や
賦課割合等）、激変緩和措置等について、納付金や標準保険料率への影響等を踏まえ慎重に検討する。その
上で、2026（令和８）年度までに完全統一に向けたロードマップを作成することを目指す。

（４）保険料水準の統一に向けた検討の組織体制
保険料水準の統一に向けた検討は、国保共同運営会議を中心に行う。さらに、課題ごとにワーキンググルー

プを設置するなど、県と市町村間の議論を深めていく。


